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処分の概要 使用許可の取消し

例 規 名

根 拠 条 項
名寄市観光キャラクター使用規則 第10条第1項

例 規 番 号 平成24年規則第39号

【根拠条文】

(使用許可の取消し)

第10条 申請者が虚偽その他不正の方法により使用許可を受けたとき、又は第3条各号に揚げる

事項に該当したときは、使用許可を取り消すものとする。

2 前項の規定により使用許可を取り消したときは、名寄市観光キャラクター使用許可取消通知

書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により使用許可を取り消された者は、当該使用許可により製作された物品など

を使用又は販売してはならない。

4 名寄市は、使用許可を取り消したことにより申請者が生じた損害について、賠償する責任を

一切負わない。

【基準】

根拠条文に同じ。
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